
委 託 契 約 書

（委託者） 」「 （以下「甲」と
いう。）と（受託者）「経営士       」
（以下「乙」という。）は、甲乙間において、次
のとおり委託契約を締結する。

（業務の目的及び範囲）
第１条 甲は、 」「 に関して
乙に委託する。業務の目的及び範囲は次のとおり
とする。

目 的                 

範 囲

（契約期間）
第２条 契約期間は、平成  年  月  日から
平成  年  月末日までとする。

（契約金額）
第３条 契約金額は、金    円とする。（取引
に係る消費税額を含む）金額内訳は次のとおりと
する。但し、記載以外の追加業務に関しては別途
契約を締結するものとする。
契約金額の内訳

（契約金の支払時期）
第４条 契約金の支払時期は、次のとおりとする。
着手時（平成 年 月 日）金    円（30％）
中間時（平成 年 月 日）金    円（40％）
完了時（平成 年 月 日）金    円（30％）

（付随費用）
第５条 第３条の契約金額に含まれない費用の付随

業 務 の 範 囲 スケジュール（期間）

項     目 金 額 内 訳
１．
２．
３．
４．
５．



費用は、甲の負担とする。
（遅延又は中断の場合の措置）
第６条 天災その他、やむを得ない事由により第２
条に定める時期までに業務完了の見込みがたたな
いとき又は中断の場合は、甲乙は損害賠償請求を
しないものとする。

（契約の解除）
第７条 甲又は乙が、本契約に定められた事項につ
いて違反した場合には、事前に相手方に通告し本
契約を解除することができる。又、本契約の解除に
伴い損害賠償を請求する場合、乙は契約金額の未
払残額の金額を請求することができ、乙の違反の
場合、乙の既に受領した金額の範囲を賠償限度と
して甲乙協議の上その措置を決定するものとする。

（協力義務）
第８条 甲は、乙に対して本契約第１条の業務を実
施するために必要な資料の提出その他の協力を、
誠意をもって行うものとする。

（秘密の保持）
第９条 乙は、甲より提出された資料について善良
なる管理者の注意をもって保管するものとする。
また乙は、経営士倫理規定に準拠し本契約第１条
の業務遂行上知り得た秘密事項を他に漏らしては
ならない。

（注意義務）
第10条 本契約に定めのない事項または本契約の条
項について疑義が生じた時は、甲乙双方誠意をも
って協議して解決するものとする。

以上の契約を証するため本契約書２通を作成し、
甲乙記名捺印の上各自その１通を保有するものとす
る。

平成  年  月  日

甲（委託者）

乙（受託者） 経営士登録      番




